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次  第 

 

１ 開会 

 

２ 美術館長挨拶 

 

３ 会長挨拶 

 

４ 議事 

（１） 令和７年度（２０２５年度）熊本県立美術館事業計画（案）について  

※別添資料１ 

（２） 熊本県立美術館次期運営ビジョン（案）について  

※別添資料２～６ 

 

５ 閉会 

 

※参考 

熊本県立美術館協議会委員名簿 

（参考１）熊本県立美術館協議会関係法令 

（参考２）令和６年度第１回（２０２４年度）美術館協議会における委員御意見に対

する対応状況等について 

（参考３）熊本県立美術館の機構及び職員数 
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熊本県立美術館協議会委員名簿 

任期：令和５年(２０２３年)１２月１日～ 

令和７年（２０２５年）１１月３０日 

 

委員名 役職 

清川 真潮 島田美術館事務局長 

米野 真理子 熊本県立劇場理事 

坂本 ミオ 株式会社 CS プランニング 取締役 

佐々木 奈美子 久留米市美術館学芸課長兼課長補佐 

関根 浩子 崇城大学芸術学部美術学科教授 

長﨑 健一 熊本県立美術館友の会世話人 

中村 亮彦 熊本県議会教育警察常任委員会委員長 

中村 浩 
熊本県図画工作・美術教育研究会会長 

（合志市立合志中学校長） 

狭間 直美 熊本県 PTA 連合会理事 

平木 美和 彫刻家 

本田 崇 
熊本県高等学校教育研究会美術、工芸部会理事長 

（阿蘇中央高等学校教諭） 

的場 弘行 熊本博物館長 

 

敬称略 ５０音順   
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（参考１）熊本県立美術館協議会関係法令 

 

１ 博物館法（昭和２６年１２月１日法律第２８５号 

 最終改正：令和４年４月１５日法律第２４号）抜粋 

（定義）  

第２条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に

関する資料を収集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下

に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため

に必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的と

する機関（社会教育法による公民館及び図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に

よる図書館を除く。）のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、

宗教法人又は政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。第２９条

において同じ。）を除く。）が設置するもので次章の規定による登録を受けたものを

いう。  

 

（博物館協議会）  

第２３条  公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。  

２  博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対

して意見を述べる機関とする。  

第２４条  博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあっては当該

博物館を設置する地方公共団体の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１項の条例の定めるところにより

地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び

執行することとされている場合にあっては、当該地方公共団体の長）が、地方独立

行政法人の設置する博物館にあっては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ

任命する。 

第２５条  博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物

館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあっては当該博物

館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあって

は当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合におい

て、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとす

る。 
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２ 熊本県立美術館条例 

（昭和５０年７月１日条例第３３号、令和５年３月２４日条例第１３号改正、４月１日施行）

抜粋 

 

（協議会）   

第２１条 美術館に、博物館法第２３条第１項の博物館協議会として、熊本県立美術

館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

２ 協議会は、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見

を述べることができる。 

３ 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者

並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

８ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

９ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理す

る。 
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（参考２） 

令和６年度第１回（２０２４年度）美術館協議会における委員御意見に対する対応状況等に

ついて 

 

第１回美術館協議会でのご意見 対応方針 

２（２）研究成果の公開・活用 

・横山大観の修復について、修復の様子などを動

画やＨＰで公開する予定があるのか。また修復

後、作品を展示公開する予定があるのかどうか。 

 

 

 

 

 

２（４）専門性を支える人材の確保 

・今後は美術館でもメディア関係やアーカイブの

専門家が必要となってくると思うが、そうした部

門の専門家の採用は検討されているのか。 

 

 

３（３）美術館活動の情報発信 

・「障がいのある方々のための鑑賞デー」という名

称を「特別開館日」に変えたことに関して、せっ

かく多様性に配慮した活動内容なので、もっと外

に発信できるような名称をつけてはどうか。 

 

 

 

 

 

 

・修復の様子については修復工房と打ち

合わせの上、適切な時期に取材を行い、

その様子を発信していきたいと考えてい

る。第 1 弾として 1 月 10 日の県文化課

公式 X にて修復現場のリポートを発信し

た。展示についても修復が完了次第、で

きるだけ早く行いたい。 

 

 

・アーカイブ等の専門学芸員の必要性は

感じているところだが、すぐに人を増や

すのは難しい状況である。今後は人事当

局の方に働きかけをしていきたい。 

 

 

・「障がいのある方々」に限定するのでは

なく、例えば子ども連れの方なども含め

色々な方に来ていただきたいという思い

から、名称を改めた。名称については引

き続き議論を続けていきたい。 
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（参考３） 

□熊本県立美術館の機構及び職員数  

（令和 7 年（2025 年）1 月 31 日現在） 

                            

副館長兼総務企画課長(1)           参  事    (5) 

 主任主事    (1) 

 主  事   (1) 

     館長(1)                                            会計年度任用職員    (5) 

     

  学芸普及課長(1)                             

                                       

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

□美術館職員名簿 

氏 名 職  名 氏 名 職  名 

早田 章子 館長 才藤 あずさ 参事 

三隅 徹 副館長兼総務企画課長 宮川 聖子 参事 

楠田 倫之 参事 萬納 恵介 主任学芸員 

坂本 幸陽 参事  山中 理彩子 主任学芸員 

松崎 恵 参事  香月 比呂 学芸員 

松本 優喜 参事  藤本 真緒 学芸員 

澤田 愛 参事  杉本 幸江 会計年度任用職員 

三宅 知佳 主任主事  田中 聖士 会計年度任用職員 

福島 多恵 主事  宮本 かをり 会計年度任用職員 

林田 龍太 学芸普及課長 山本 香織 会計年度任用職員 

福田 友子 参事 山下 まいこ 会計年度任用職員 

金子 岳史 参事   

 

 

参  事  (4) 

主任学芸員  (2) 

学 芸 員  (2) 

 


